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令和３年度図書館職員初任者研修 

 

１ 日 時  

  令和３年 10月８日（金）午前 10時～午後４時 

２ 場 所 

  広島県情報プラザ２階第１研修室（広島市中区千田町三丁目７－47） 

３ 日程及び内容  

９：30～10：00 受付 

10：00～10：05 開会行事 

10：05～10：55 講義「図書館入門」県立図書館職員 

11：05～11：35 講義「利用者と接する際の心構え」県立図書館職員 

11：35～12：00 講義「収集から整理まで，修理道具の紹介」県立図書館職員 

12：00～13：00 休憩 

13：00～13：55 講義「著作権」県立図書館職員 

14：05～14：20 講義「障害者サービス入門」県立図書館職員 

14：20～14：55 講義・見学「業務に役立つ広島県立図書館の図書館サービス」県立図書館

職員 

15：05～15：55 感想交流「研修により得たもの，今後やりたいこと」 

15：55～16：00 閉会行事 
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図  書  館  入  門 

 

県立図書館 

副館長 植田佳宏 

はじめに 

 「コロナ禍」が続く中での図書館サービスについて 

 

１ 公共図書館の理念と図書館法について 

(1) ユネスコ公共図書館宣言 

(2) 学習権宣言(ユネスコ) 

(3) 図書館法 

(4) 図書館の設置及び運営上の望ましい基準 

(5) 公立図書館の任務と目標 

 

※ 図書館に関する法令 

学校図書館法，国立国会図書館法，大学設置基準，身体障害者福祉法 

※ 図書館サービスの関連する法令 

    子どもの読書活動の推進に関する法律，文字・活字文化振興法，著作権法，個人情報の

保護に関する法律等，障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律，視覚障害者等

の読書環境の整備の推進に関する法律（読書バリアフリー法） 

   

２ 公共図書館のサービスと運営の基本 

  ランガナタンの「図書館学の五法則」 

 

３ 図書館の仕事 

  直接サービス 

 

 

  間接サービス 

 

  ※図書館は地域の情報拠点・世界につながる「窓」 

 

４ 役に立つ図書館に 

  役に立つ図書館をアピールする 

  「調べる」を「くっきり」させる……例 ビジネス支援，健康情報提供等 

 

  ※図書館は，図書も雑誌も視聴覚資料も電子情報も併せて提供できる場所 

 

  子供に「読む力」をつけるのは大切な仕事 
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  参考 文部科学省『人・まち・社会を育む情報拠点を目指して 図書館実践事例集』 

     ビジネス支援：鳥取県立図書館，広島市立図書館，小山市立図書館等 

     まちづくり：小布施町立図書館まちとしょテラソ，海士町立図書館 

           恩納村文化情報センター等 

     アーカイブス：豊中市立図書館(北摂アーカイブス)等 

     情報発信：飛騨市図書館，三次市立図書館等 

     子ども読書：有田川ライブラリー等 

     健康情報：国立がん研究センターがん対策情報センター＞プロジェクト＞がん情報

普及のための医療・福祉・図書館の連携プロジェクト 

 

おわりに（図書館で仕事をして６か月経過した皆さまへ） 

業務をする上で大切にしたいこと（図書館に関する法律や条例など） 

(1) 図書館設置条例，管理運営規則等 

(2)  図書館の自由に関する宣言 

(3) 図書館員の倫理綱領 
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利用者と接する際の心構え 

 
                           広島県立図書館調査情報課 

 

１ はじめに 

  図書館の３要素 

  「      」「      」「      」 

 

２ 図書館サービスの意義 

図書館サービスとは 

 「図書館の基本的機能は，情報資源へのアクセスを保障し，利用者のあらゆる資料

要求，情報要求を充足することにある。これを実現するための諸活動を図書館サービ

スという。」 

 

３ 図書館職員としての心構え 

(1) 利用者に対する接遇とコミュニケーション 

  ア 挨拶，言葉遣い 

  イ 服装 

  ウ 一般的な留意点 

   ① 正しくわかりやすく感じよく話すこと。 

   ② 相手にわかる言葉で話すこと。 

   ③ いつも明るく接すること。 

   ④ 聞き上手であること。 

   ⑤ あいづちとつなぎを適切にすること。 

   ⑥ 必要以上に丁寧にならないこと。 

   ⑦ 利用者とのコミュニケーションを不必要に引き延ばさないこと。 

  エ カウンターで注意すること 

   ① 図書館を代表して接していることを，絶えず自覚していること。 

   ② 利用者からの質問や問合せに，いつでも応じられるようにすること。 

   ③ 面倒がるようなそぶりや冷淡な様子は見せないこと。 

   ④ 誰にでも公正および公平な態度で接すること。 

   ⑤ 図書や資料などを受け渡すときは，必ず利用者の顔を見て「お待たせしました」 

    など一声かけること。 

   ⑥ 苦情を受けたときは，利用者のペースに巻き込まれないように，かつ利用者の   

    立場を考えて冷静に対処すること。 

   ⑦ 言葉遣いについては，少なくとも敬語を自然に使えるようにしておくこと。  
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(2) 図書館職員としての心構え 

   資料を知る，利用者を知る，資料と利用者を結び付ける。 

できるだけ「分かりません」，「知りません」，「できません」と言わないようにし

たい。どうしても言わなくてはいけない場合かどうか，吟味する。 

 

４ 利用者のプライバシーの保護 

  図書館が知り得る事実 

  ① 利用者の氏名，住所，勤務先，在学校名，職業，家族構成など 

  ② いつ来館（施設を利用）したかという行動記録，利用頻度 

  ③ 何を読んだかという読書事実，リクエスト及びレファレンスの内容  

  ④ 読書傾向 

⑤  複写物入手の事実 

 

５ おわりに 

(1) カウンターマニュアルの作成 

(2) 館内で気になる利用者への対応について 

 

参考文献 

『図書館ハンドブック 第６版補訂２版』日本図書館協会図書館ハンドブック編集員会  

／編，日本図書館協会，2016 

 『図書館サービス概論 第２版』（ライブラリー図書館情報学５）金沢みどり／著，学文

社，2016 

 『「図書館の自由に関する宣言 1979 年改訂」解説 第２版』日本図書館協会図書館の自 

由委員会／編，日本図書館協会，2004 

『みんなで考える こんなときどうするの？：図書館における危機安全管理マニュアル

作成の手引き』日本図書館協会図書館政策企画委員会『こんなときどうするの？』改訂版

編集チーム／編，日本図書館協会，2014 

 『図書館が危ない!：運営編』鑓水三千男，中沢孝之, 津森康之介／著，エルアイユー， 

2005 
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「収集から整理まで」

広島県立図書館資料課
岡 田 起代子

2

目次

Ⅰ 出版流通

１ 出版界の概況

２ 出版物の流通ルート

Ⅱ 蔵書構成と図書選択

１ 蔵書構成

２ 収集方針

３ 図書選択

４ 資料の種類

Ⅲ 受入れから配架まで

１ 受入れまで

２ 受入れ

３ 整理

４ 配架

3

Ⅰ 出版流通

１ 出版界の概況
令和２年の紙と電子を合算した出版市場は，前年比

4.8%増の１兆6,168億円。紙のみの出版市場は1.0%と小
幅な減少にとどまり，電子出版は28.0%増と大きく伸長し
た。出版市場全体における電子出版の占有率は24.3％
と昨年から4.4％上昇し，２割を超えた。

出版点数・発行銘柄数（令和２年）

書籍 新刊点数 68,608点 前年比 3,295点減

雑誌 2,626点 前年比 108点減

（参考） 『出版指標年報 2021年版』 公益社団法人全国出版協会出版科学研究所※

※ 取次ルートを経由した一般出版物を対象に推計したもので， 日本の全出版物を
対象にしたものではない。

4

２ 出版物の流通ルート

商業出版物

非商業
出版物

出版社

本の制作

取次会社
総合取次
専門取次

書店

販売

図書館

読者

仕入 送品

注文・精算
必要に応じて
返品

注文・返品・精算

5

Ⅱ 蔵書構成と図書選択

図書館の目的・期待される役割は，それぞれの図書館の目的や役

割によって違いがある。

（１） 公立図書館

住民の多様なニーズに応えるため，幅広い範囲の図書，雑誌，新聞，視

聴覚資料，地域の資料などを提供する。

（２） 市町村立図書館と都道府県立図書館の違い

市町村立図書館は，住民の身近な図書館として，児童図書や，日常の

問題解決に役立つ参考図書，教養書，実用書，読み物などを収集する。

都道府県立図書館では，市町村立図書館からの要求に応えることがで

きる資料をそろえる必要がある。

１ 蔵書構成

6

（１） 成文化と公開
「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」
（平成24年12月19日文部科学省告示第172号）

第二 公立図書館

一 市町村立図書館
２ 図書館資料
㈠ 図書館資料の収集等
１ 市町村立図書館は，利用者及び住民の要望，
社会の要請並びに地域の実情に十分留意しつ
つ，図書館資料の収集に関する方針を定め，公
表するよう努めるものとする。

２ 収集方針



〇 広島県立図書館資料収集方針

１ 目的

「小説・教養書・実用書を中心に，親しみやすい蔵書構成を目指す

市町立図書館とは一線を画し，専門性の高い図書や郷土資料等を

中心に調査研究に役立つ蔵書構成を目指す」

〇 広島県立図書館資料選択基準

【参考】広島県立図書館トップページ＞当館について＞図書館運営方針

＞収書方針

資料収集方針や選択基準等を公開しています。

http://www2.hplibra.pref.hiroshima.jp/?page_id=335

7

「図書館の自由に関する宣言 1979年改訂」日本図書館協会

日本図書館協会のホームページに全文掲載あり。

http://www.jla.or.jp/committees/jiyu/tabid/182/Default.aspx

第１ 図書館は資料収集の自由を有する。

１ 図書館は，国民の知る自由を保障する機関として，国民のあらゆる資

料要求にこたえなければならない。

8

（２） 収集方針の内容
ア 目的

イ 図書館の自由との関連

２ 図書館は，自らの責任において作成した収集方針にもとづき資料の

選択および収集を行う。

その際，

（1） 多様な，対立する意見のある問題については，それぞれの観点に

立つ資料を幅広く収集する。

（2） 著者の思想的，宗教的，党派的立場にとらわれて，その著作を排

除することはしない。

（3） 図書館員の個人的な関心や好みによって選択をしない。

（4） 個人・組織・団体からの圧力や干渉によって収集の自由を放棄した

り，紛糾をおそれて自己規制したりはしない。

（5） 寄贈資料の受入れにあたっても同様である。

図書館の収集した資料がどのような思想や主張をもっていようとも，

それを図書館および図書館員が支持することを意味するものではない。

３ 図書館は，成文化された収集方針を公開して，広く社会からの批判と

協力を得るようにつとめる。

9

ウ 資料選択の組織と責任

エ 資料の種類と範囲

オ 除籍・廃棄についての原則

カ 収集方法

（３） 改訂

社会状況や住民の要求に対応できるよう，見直しを

行い，必要があれば改訂する。

10

11

３ 図書選択

（１） 選書の方法

（２） 館内組織

（３） 外部意見，利用者の声

（４） 評価

（５） 除架，除籍

12

４ 資料の種類

（１） 商業出版物と非商業出版物

（２） 印刷資料と非印刷資料

（３） ネットワーク系電子資料

※ 国立国会図書館

図書館向けデジタル化資料送信サービス

http://www.ndl.go.jp/jp/use/digital_transmission/index.html

歴史的音源の公立図書館等への配信提供に関するページ

http://dl.ndl.go.jp/ja/rekion4Lib.html



13

１ 受入れまで
【購入】
選定→発注→納品・検収→受入れ

【寄贈】
寄贈受付→礼状→選定→受入れ
選定→寄贈依頼→礼状→受入れ

Ⅲ 受入れから配架まで

（県立図書館の例）

14

２ 受入れ

資料にバーコードを貼り，書名，著者名，出版者
などのデータを登録する。

(1) MARC（マーク）

（Ｍａｃｈｉｎｅ Ｒｅａｄａｂｌｅ Ｃａｔａｌｏｇｉｎｇ）

種類：ＪＡＰＡＮ/MARC，ＴＲＣ MARCなど

(2) 自館作成データ

郷土資料など，MARCデータがない場合

15

３ 整理

（１） 分類

日本十進分類法（ＮＤＣ）
分類記号 → ０２５.１

図書記号 →   119シ

巻冊記号等 →  

分類記号の桁数，図書記号，別置記号

→それぞれの図書館で決める

（２） 目録

日本目録規則（ＮＣＲ）

16

（３） 装備

・ バーコード

・ 蔵書印

・ ラベル

・ 正誤表，付録・はさみ物等

17

４ 配架

• 棚作り

• 展示

• 資料管理

・ 類似の資料が別々の場所に分かれる場合
はサインを充実させるなど，工夫する。
（例：植物470と園芸620）

・ 一つのテーマの下に，様々な資料を集めて
紹介するテーマ展示をすると，普段は目に付
かない資料が利用される効果がある。

18

御清聴ありがとうございました。

参考文献
『出版指標年報 2021年版』全国出版協会出版科学研究所，2021

『図書館情報資源概論』馬場俊明／編著，新訂版，日本図書館協会，2018 

『図書館ハンドブック 第６版補訂２版』日本図書館協会図書館ハンドブック編

集委員会／編，日本図書館協会，2016

『図書館の自由に関する事例集』日本図書館協会図書館の自由委員会／編

日本図書館協会，2008

『「図書館の自由に関する宣言1979年改訂」解説 第２版』日本図書館協会図

書館の自由委員会／編，日本図書館協会，2004

『蔵書構成と図書選択 新版』河井弘志／編，日本図書館協会，1992

『収集方針と図書館の自由』日本図書館協会図書館の自由に関する調査委員

会／編，日本図書館協会，1989

『われらの図書館』前川恒雄／著，筑摩書房，1987
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著 作 権 入 門 

広島県立図書館 

 

１ 著作権について  

(1)  著作物とは  

著作物 ＝ 思想又は感情を創作的に表現したものであつて，文芸，学術，美術又  

は音楽の範囲に属するもの  

次にあげるものは著作物であっても，著作権がない。 

ア 憲法そのほかの法令（地方公共団体の条例，規則も含む。）  

イ 国や地方公共団体又は独立行政法人の告示，訓令，通達など  

ウ 裁判所の判決，決定，命令など  

エ アからウの翻訳物や編集物で国や地方公共団体又は独立行政法人の作成するもの  

 

(2) 著作者の権利   

ア 著作者の人格権(著作者の人格的利益を保護する権利 ) 

公表権 (18 条 ) 未公表の著作物を公表するかどうか等を決定する権利  

※  日記，手書き原稿，書簡，古いアルバムの写真等   

氏名表示権 (19 条 )  著作物に著作者名を付すかどうか，付す場合に名義をどうす

るかを決定する権利   

同一性保持権 (20 条 ) 著作物の内容や題号を著作者の意に反して改変されない権利  

※  白黒コピー，拡大縮小は許される範囲と解釈  

 

イ 著作権(財産権 )(著作物の利用を許諾したり禁止する権利 ) 

複製権 (21 条 ) 著作物を印刷，写真，複写，録音，録画その他の方法により
有形的に再製する権利  

※  コピー，デジタル化，写真撮影，録音，録画など  

上演権・演奏権 (22 条 ) 著作物を公に上演し，演奏する権利  
※  録音されたＣＤやレコード再生も上演に該当  

上映権 (22 条の２ )  著作物を公に上映する権利  
※  ＤＶＤ，マイクロ資料の閲覧，上映など  

公衆送信権等 (23 条 )  著作物を公衆送信し，あるいは，公衆送信された著作物を公
に伝達する権利  
※  メール配信，放送，アップロード，ＦＡＸ送信など  

口述権 (24 条 )  著作物を口頭で公に伝える権利  
※  朗読  

展示権 (25 条 )  美術の著作物又は未発行の写真の著作物を原作品により公に
展示する権利   

頒布権 (26 条 )  映画の著作物をその複製物の譲渡又は貸与により公衆に提供
する権利   

※  ビデオやＤＶＤの貸出し，新品販売  

譲渡権 (26 条の２ )  映画の著作物を除く著作物をその原作品又は複製物の譲渡に
より公衆に提供する権利 (一旦適法に譲渡された著作物のそ
の後の譲渡には，譲渡権が及ばない )  

※  図書やＣＤなどの新品販売  

貸与権 (26 条の３ ) 
 

映画の著作物を除く著作物をその複製物の貸与により公衆に
提供する権利   
※  図書やＣＤなどの貸出し  

翻訳権・翻案権等 (27
条 )  

著作物を翻訳し，編曲し，変形し，脚色し，映画化し，その
他翻案する権利  
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二次的著作物の利用に
関する権利 (28 条 )  

翻訳物，翻案物などの二次的著作物を利用する権利  

 

 (3) 著作権の保護期間 

著作物の種類  保護期間  

実名（周知の変名を含む。）  死後 70 年間 ※ 

 

無名・変名  公表後 70 年（死後 70 年経過が明らかであれば，そ

の時点まで）※ 

団体名義の著作物  公表後 70 年（創作後 70 年以内に公表されなかった

ときは，創作後 70 年）※ 

映画の著作物  公表後 70 年（創作後 70 年以内に公表されなかった

ときは，創作後 70 年）  

   ※ 平成 30 年 12 月 30 日法改正により，50 年→70 年に延長 

≪保護期間の計算方法≫ 

公表又は死亡時の翌年１月１日から起算する。  

   例）手塚治虫（周知の変名）…没年月日（平成元（ 1989）年２月９日） 

     平成２（1990）年１月１日から起算，令和 41（2059）年 12 月 31 日まで保護  

  （参考）「著者の没年を調べるには」（国立国会図書館リサーチ・ナビ）  

https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-100009.php 

 【資料１】著作権法（抜粋）  

 【資料２】著作権法の改正について（お知らせ）  

 

(4) 著作物の利用  

原則，著作物を使う場合には，著作者等から許諾を得なければならない。  

次のような場合に，著作者等の許諾なしに利用できる。  

ア 例外規定に該当（著作権法第 30 条～第 47 条の 10） 

    著作権法では，一定の｢例外的｣な場合に著作権等を制限して，著作権者等に許諾

を得ることなく自由に利用できることとしている。 

なお，この場合，第 50 条により著作者人格権は制限されない。 

 イ 別途，契約している  

商用データベース等，契約で使用許諾条件が別に定められている場合は，契約の

範囲内で利用できる。 

ウ 著作者の意志表示 

自由利用を許諾する表示があれば，表示の範囲で利用できる。 

例）文化庁の自由利用マーク         クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの一例 

     

 

 

エ 著作物であっても著作権の権利が働かない法律や法令（１（1）参照）等 

オ 著作物ではないもの 

ＢＹ：著作者と作品タイトル

等の表示が条件  

ＣＣ：コピーや改変，二次利用もＯＫ  

https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/theme-honbun-100009.php
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２ 図書館業務と著作権 

(1) 図書館等における複製（著作権法第 31 条） 

次の場合，複製することができる  

・ 複製行為の主体が図書館等（公共図書館，大学図書館その他の政令で定める施  

設）であること ※ 

・ 営利を目的としない事業として行うこと  

・ 図書館資料を用いて行うこと  

 ※ 著作権法施行令第１条の３により，司書（又は相当する職員）の配置が必要 

 

ア 複写サービスとして利用者に提供する場合（第１号）  

  次の場合，複製することができる  

・ 図書館等の利用者の求めに応じ  

  ・ その調査研究の用に供するために   

  ・ 公表された著作物の一部分を 

（発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物は全部）   

  ・ 一人につき一部  

    ※ 「公表された著作物」 

 

イ 図書館資料の保存のための複製（第２号） 

 ・ 所蔵している資料について，欠損・汚損部分の補完のための複製  

 ・ 損傷しやすい古書・稀覯本の保存のための複製（デジタル化含む。）  

※ ただし，デジタル化は可能でも，デジタル化したものをインターネット 

に公開することには「公衆送信権」が働くため，無許可ではできない。  

ウ 入手困難な図書館資料の複製（第３号）  

他の図書館への提供のための複製の場合には，絶版等一般に入手することが困難  

である資料の複製を求められたものであること  

 

【資料３～５】 

３   「公立図書館における複写サービスガイドライン」（平成 24 年７月６日  全国公共図書館  

協議会）（https://www.library.metro.tokyo.jp/zenkoutou/index.html） 

４   図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライン（平成 18 

年１月１日社団法人日本図書館協会，国公私立大学図書館協力委員会，全国公共図書

館協議会）（http://www.jla.or. jp/library/gudeline/tabid/239/Default.aspx）（４，５共通） 

５   複製物の写り込みに関するガイドライン（平成 18 年１月１日  社団法人日本図書館協会，

国公私立大学図書館協力委員会，全国公共図書館協議会）  

 

 

 

 

https://www.library.metro.tokyo.jp/zenkoutou/index.html
http://www.jla.or.jp/library/gudeline/tabid/239/Default.aspx
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(2) 視覚障害者等のための複製等（著作権法第 37 条第３項）  

ア 録音資料等を利用できる人  

 ・ 視覚に障害のある人  

 ・ 発達障害等により著作物を視覚的に認識できない人  

 ・ 障害により，ページがめくれないなどの理由で活字を読むことが困難な人  

障害者手帳の有無によらず，発達障害，学習障害，いわゆる「寝たきり」の状態

等により，視覚著作物をそのままの方式では利用することが困難な人が対象。  

利用対象者に該当するかは，各図書館がガイドライン（資料６）により判断する。 

 ※ 平成 21 年度改正で，「視覚による表現の認識に障害のある者」に，平成 30 年度

改正では更に，「その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者」に拡大。 

イ 公共図書館等は，著作物の文字を音声にする等により，複製することができる。  

 ただし，同じものが販売等されている場合は製作できない。  

  ウ 図書館等は，第 37 条第３項により製作した障害者用資料を，貸出，公衆送信（メ

ール送信），譲渡することができる。  

エ 公共図書館・点字図書館・学校図書館等，政令で定められた施設で製作した資料

を，相互にコピー，ダウンロードしたもののコピーをすることができる。  

【資料６】 

図書館の障害者サービスにおける著作権法第 37 条第３項に基づく著作物の複製等に関す

るガイドライン（２０１０年 ２月 1 8 日  ２０１９年 １１月 １日 一 部 修 正  国 公 私 立 大 学 図 書 館 協 力 委 員 会 ，公 益 社 団 法 人 全 国 学 校 図 書 館 協 議 会 ，全 国 公 共 図 書

館 協 議 会 ，専 門 図 書 館 協 議 会 ，社 団 法 人 日 本 図 書 館 協 会 ）（http://www.jla.or. jp/l ibrary/gudeline/tabid/228/Default.aspx） 

 

(3) 営利を目的としない上演等（著作権法第 38 条） 

ア 営利を目的とせず，観客から料金をとらない場合は，公表された著作物を上演・  

演奏・上映・口述することができる。  

ただし，出演者などに報酬を支払う場合はこの例外規定は適用されない。  

例）おはなし会，映画上映会  

  イ 営利を目的とせず，貸与を受ける者から料金をとらない場合は，公表された著作  

物の複製物を貸与することができる。ただし，ビデオなど映画の著作物の貸与につ

いては，その主体が政令（施行令第２条の３）で定められた視聴覚ライブラリー等

及び政令（施行令第２条の２第１項第２号）で定められた聴覚障害者等の福祉に関

する事業を行う者（非営利目的のもの限る）に限られ，さらに，著作権者への補償

金の支払いが必要となる。  

例）図書・ＣＤの貸出し，補償金処理済みＤＶＤ等の貸出し  

 

【資料７】 

読み聞かせ団体等による著作物の利用について（ 2017 年改訂版  旧児童書四者懇談会／参加

団体（現：児童書出版会・著作者懇談会）日本児童出版美術家連盟  日本児童文学者協会  日本児童文芸

家協会  日本書籍出版協会児童書部会）（http://www.jbpa.or.jp/guideline/readto.html） 

http://www.jla.or.jp/library/gudeline/tabid/228/Default.aspx
http://www.jbpa.or.jp/guideline/readto.html
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≪Ｑ＆Ａで参考になるインターネットサイト≫ 

 １ 著作権なるほど質問箱（文化庁）※令和３年９月現在，メンテナンス中。  

（http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/） 

 ２ 著作権Ｑ＆Ａ（公益社団法人著作権情報センター）  

  （http://www.cric.or.jp/qa/index.html） 

 ３ 大学図書館における著作権問題Ｑ＆Ａ  第９版（国公私立大学図書館協力委員会  

大学図書館著作権検討委員会）  

（https://julib.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/07/copyrightQA.pdf） 

 ４ 著作権に関する教材，資料等（文化庁） 

（http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/kyozai.html） 

 

≪参考文献≫ 【 】は，当館請求記号 

『著作権テキスト  令和３年度』文化庁ホームページ  

（https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/93293301_01.pdf） 

『図書館サービスと著作権』改訂版第３版  日本図書館協会著作権委員会／編  日本図書

館協会 2007【015/107 ﾆ】 

『Ｑ＆Ａで学ぶ図書館の著作権基礎知識』第４版 黒澤節男／著 太田出版 2017

【015/117 ｸ】 

『障害者サービスと著作権法』第２版 日本図書館協会障害者サービス委員会，日本図書

館協会著作権委員会／編 日本図書館協会 2021【015.9/121 ﾆ】 

『著作権法逐条講義』六訂新版 加戸守行／著 著作権情報センター 2013【021.2/113 ｶ】 

『著作権法コンメンタール  １～３』小倉秀夫，金井重彦／編 第一法規  2020 

【021.2/120 ｵ/1～3】  

 

 

 

 

参考文献について，平成 30 年法改正（保護期間 70 年等）以前に発行され

ている資料は，保護期間に御留意のうえ，参照してください。 

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/
http://www.cric.or.jp/qa/index.html
https://julib.jp/wordpress/wp-content/uploads/2016/07/copyrightQA.pdf
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/kyozai.html
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障害者サービス入門  
 

                        広島県立図書館調査情報課  

１  障害者サービスとは  

 

２  障害者サービスの対象  

(1)  図書館利用の障害  

  ア  物理的障害  

  イ  資料利用の障害  

  ウ  コミュニケーションの障害  

(2)  具体的な対象者  

ア  身体障害者（肢体・聴覚・視覚・内部・重複等）  

イ  精神障害者  

ウ  知的障害者  

エ  発達障害者  

オ  高齢で利用に障害のある人  

カ  いわゆる「寝たきり」状態の人  

キ  妊産婦，病気やけが等による一時的な障害状態  

ク  入院患者  

ケ  施設入所者  

コ  受刑者等矯正施設入所者  

サ  戸籍上の性別に違和感のある人  

シ  在日外国人，日本国籍だが日本以外の文化的背景を基礎にしている人  

(3)  対象を理解するための留意点  

人により状態や事情が異なる：  先天的な障害・中途障害，一次障害に起  

因する二次・三次障害，障害を他の機能で補う能力等  

※  障害者サービスの登録の必要性  郵送・宅配サービスが利用可能かの確認  

３  障害者サービスの手法  

(1)  図書館の利用を支援する  

  ア  利用案内  

  イ  施設設備の整備  

    サイン・看板等表示，スロープ，点字ブロック，障害用駐車場・トイレ  

  ウ  コミュニケーションの確保・態度  

コミュニケーションボード，点字・手話・外国語対応等  

  エ  ホームページ，利用者ＯＰＡＣ等  

  オ  障害者サービス用機器  

    拡大読書器，デイジー再生機（プレクストーク），音声パソコン，音読読  
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   書機，磁器誘導ループ（ヒアリングループ）等  

  カ  読書支援用具  

    リーディングトラッカー，ルーペ等  

  キ  行事   

    研修会，セミナー，展示会・体験会，操作支援   

  ク  専用書架  等  

(2)  資料を利用者へ届ける  

郵送貸出，宅配サービス，電子書籍の配信サービス  

施設入所者へのサービス，入院患者へのサービス  

 (3)  利用者の使える形に変換した資料を提供する  

ア  大活字本  

イ  ＬＬブック  

ウ  録音資料  

エ  点字資料  

オ  音声デイジー，マルチメディアデイジー  

カ  布の絵本，触わる絵本  

キ  字幕・手話入り映像資料，音声解説つき映像資料   

 (4)  資料を利用者へ提供する方法を整える  

ア  対面朗読  

イ  サピエ図書館  

ウ  資料の製作  

４  おわりに  

  「障害者サービス体験会」 11月３日（水・祝）９： 30～ 17： 00 

広島県立図書館  

 

参考  

 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（読書バリアフリー法） 

 『図書館利用に障害のある人々へのサービス  上巻  利用者・資料・サービ  

ス編』日本図書館協会障害者サービス委員会／編  日本図書館協会  2018  

 『図書館利用に障害のある人々へのサービス  下巻  先進事例・制度・法規  

編』日本図書館協会障害者サービス委員会／編  日本図書館協会  2018 

サピエ（視覚障害者情報総合ネットワーク） https://www.sapie.or.jp 

市町立図書館障害者サービス実態調査（令和２年 12月）結果概要   

https://www.sapie.or.jp/


文部科学省、厚生労働省、経済産業省、総務省等の関係行政機関の職員、国会図書館、公立図書館、大学等の

図書館、学校図書館、点字図書館、上記②のネットワークの運営者、特定書籍・特定電子書籍等の製作者、出

版者、視覚障害者等その他の関係者による協議の場を設ける等 

視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（読書バリアフリー法）概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施行期日：公布の日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・アクセシブルな電子書籍等（デイジー図書・音声読上げ対応の電子書籍・オーディオブック等）が視覚障
害者等の利便性の向上に著しく資することに鑑み、その普及が図られるとともに、視覚障害者等の需要を
踏まえ、引き続き、アクセシブルな書籍（点字図書・拡大図書等）が提供されること 

・アクセシブルな書籍・電子書籍等の量的拡充・質の向上が図られること 

・視覚障害者等の障害の種類・程度に応じた配慮がなされること 

視覚障害者等（＝視覚障害、発達障害、肢体不自由等の障害により、書籍について、 

視覚による表現の認識が困難な者）の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進 

障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて 

文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与 

基本理念（３条） 

・国は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総合的に策定・実施 

・地方公共団体は、国との連携を図りつつ、地域の実情を踏まえ、施策を策定・実施 

国・地方公共団体の責務（４条・５条） 

基本的施策（９条～17条） 

協議の場等（18条） 

①視覚障害者等の図書館利用に係る体制整備等(９条) 

・アクセシブルな書籍・電子書籍等の充実 

・円滑な利用のための支援の充実 

・点字図書館における取組の促進 など 

②インターネットを利用したサービス提供体制の
強化（10 条） 

・アクセシブルな書籍・電子書籍等の利用のた
めの全国的ネットワーク（サピエ図書館を想
定）の運営への支援 

・関係者間の連携強化 など 

③特定書籍・特定電子書籍等の製作の支援（11 条） 

・製作基準の作成等の質の向上のための取組へ
の支援 
※特定書籍・特定電子書籍等：著作権法 37 条により

製作されるアクセシブルな書籍・電子書籍等 

・出版者から製作者に対するテキストデータ等
の提供促進のための環境整備への支援 など 

④アクセシブルな電子書籍等の販売等の促進等(12 条) 

・技術の進歩を適切に反映した規格等の普及の促進 

・著作権者と出版者との契約に関する情報提供 

・出版者から書籍購入者に対するテキストデータ等
の提供促進のための環境整備に関する検討への支
援 など 

⑤外国からのアクセシブルな電子書籍等の入手のため
の環境整備（13 条） 

・相談体制の整備 など 

⑥端末機器等・これに関する情報の入手支援（14 条） 

⑦情報通信技術の習得支援（15 条） 

・講習会・巡回指導の実施の推進 など 

⑧アクセシブルな電子書籍等・端末機器等に係る先端
的技術等の研究開発の推進等（16 条） 

⑨製作人材・図書館サービス人材の育成等（17 条） 

文部科学大臣・厚生労働大臣が定める基本計画で具体化（７条）、地方公共団体は計画策定の努力義務（８条） 

政府に対し、施策の実施に必要な財政上の措置等を義務付け（６条） 

※地方公共団体は、③のテキストデータ等の提供促進部分・④・⑤・⑧を除き、国と同様に施策を講ずる。 

目的（１条） 
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「市町立図書館障害者サービス実態調査」結果（概要）  

令和２年 12 月実施  

※  障害者サービスを実施している市町における割合  

１  全般  

(1)  障害者サービスを実施している市町  91％  実施していない市町  ９％  

(2) 実施している障害者サービスの内容（複数回答）   

環境整備 87％，資料の収集 78％，郵送等による貸出し 61％，病院や施設等へ  

の団体貸出し 57％，関係部局との連携 39％，対面朗読 22％，録音図書等の製作  

17％，行事の実施 17％  

(3) 担当職員  特に決まっていない 65％，兼任 17％，専任９％，実施していない９％  

２  利用者登録の方法※  

  一般のサービスの利用者登録と障害者サービスの登録は別の登録を行っている  

14％，行っていない 62％，その他 24％  

３  個人貸出している関連資料（複数回答）  

  大活字本 83％，点字絵本 78％，ＬＬブック 74％，点字資料 70％，朗読ＣＤ 61％，

さわる絵本・布絵本 48％，音声ＤＡＩＳＹ 43％，カセットテープ 39％，障害者用字

幕・手話入りＤＶＤ・ビデオ 26％，読み上げ機能付き電子書籍 17％等  

４  サピエ図書館・国立国会図書館視覚障害者等用データ送信サービス※  

  利用者へ提供している９％  利用者へ提供していない 91％    

５  利用対象者（視覚障害者用資料の貸出しや対面朗読サービス等）※  

  活字による読書に困難のある人 22％，視覚障害者に限定しているが障害者手帳の

所持を問わない 67％，その他 11％  

６  郵送・宅配による貸出の費用（このサービスを実施している 14 市町中）   

  往復図書館が料金を負担する 29％，片道分の料金を図書館が負担する 14％，全額  

利用者負担７％，経費が掛かる場合は実施しない７％，その他 43％  

７  障害者サービス用資料の製作（点訳，音訳，ＤＡＩＳＹの編集，さわる絵本，布  

の絵本）※  

  実施している 24％  

８  障害者サービスに関して作成している資料等（複数回答）  

  方針・要項 35％，利用案内（障害者サービスの紹介）30％，利用案内（一般用を

拡大したもの）９％，障害者サービス用資料の目録９％，図書館報４％  

９  「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」の施行を受けて新たに導

入する機器・設備・予定しているサービスの有無  

  特に取り組んでいない 54％  

実施した・実施する予定 46％（障害者用駐車場の整備，点字ブロック，リーディ

ングトラッカー，大活字本，ＬＬブック，電子図書，デイジー再生機器，対面朗読，

音声資料目録の作成，サピエ，郵送貸出しサービスの利用者拡大・送料負担）  
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10 障害者サービスを実施するうえでの課題（複数回答）  

ニーズの把握 91％，職員の知識・スキル 70％，機器・環境 61％，資料 61％，そ  

の他９％  

11 障害者サービスを充実させるために広島県立図書館が支援できること（広島県立  

図書館にやってもらいたいこと  

 ・  研修   

「障害者サービスに関する職員研修」，「巡回訪問・運営相談での研修」，「手話・

点字等実務に活かせる研修」，「資料や機器の貸出と取扱い方法」，「多様な分野に

おける障害者サービスの研修（認知症と図書館，視覚障害者サービス，知的障害

者サービス，ユニバーサルデザインとバリアフリー，活字による読書が困難な方

への読書支援）」，「障害者サービスに関する基本的なプログラムから上級プログラ

ムまで各種の研修コースを充実させてほしい」，「以前まとまった日程がとれなか

ったためＷＥＢなどを利用しての講習等もあればよいと思います」  

・  「各図書館と情報交換ができる機会」  

・  資料   

「相互貸借によるサピエ図書館のデータ利用のためのマニュアル」，「利用者への

パンフレット」  

・  県立図書館の実施している障害者サービスの紹介，相談への対応  

「以前，障害者サービス体験会（令和２年 11 月３日実施）にお邪魔した際，と  

ても丁寧に教えていただいた。今後も分からないことがあれば相談させていただ

きたい」，「県立図書館の障害者サービスの内，市町図書館と連携できるサービス

の利用案内を分かりやすく図解にしていただきたい」  

・  利用者向け出前講座（デイジー図書再生機の使い方やサピエ図書館のデータ送  

 信サービス）  

・  利用者のニーズの実態の把握方法  

12 図書館の障害者サービスを充実させるために広島県立視覚障害者情報センターに

支援してもらいたいこと（やってもらいたいこと）  

・  図書館職員を対象にした研修  

・  「障害者サービスに関する新しい情報を教えてもらいたい」  

・   「音訳ボランティアの育成や講座などについてご協力ご指導いただきたい」  

・  「情報センターの資料の貸出など，障害のある利用者と直接やり取り」  

・   「（広島県立図書館所蔵資料による）地域連携事業等，障害者サービスの周知・ 

啓発展示を希望する際，視覚障害者情報センター所蔵の資料等も借受可能にして

ほしい」  

・  「リニューアルパソコンなど安価に入手できる方法の情報提供をお願いしたい」 

・  「音訳ＣＤの利用者の掘り起こしや広報等に協力してもらいたい」  

・  「利用者のニーズや実態を把握する情報を各市町におろしてほしい」  
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業務に役立つ広島県立図書館の図書館サービス 

広島県立図書館事業課  

 

１ 「協力サービスの手引」 

 

２ 「来（ら）いぶらりネット＠ひろしま（広島県域図書館情報ネットワーク）利用の手引」 

⑴ 一般向けホームページ 

   来（ら）いぶらりネット＠ひろしまアドレス（http://www2.hplibra.pref.hiroshima.jp/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

  

 

   図書館向けホームページの入口 

（ログインページへ遷移します。） 

システムＩＤ，パスワードの入力が必要です。 
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⑵ 図書館向けホームページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 広島県立図書館の蔵書を探す（県立図書館蔵書検索） ④ 運営相談 

② 県内図書館の蔵書を探す（横断検索） ⑤ 協力レファレンス 

③ 県内図書館新聞・雑誌総合目録 ⑥ サービスの手引 

 ⑦ 読書会用図書目録 
 

①  ② 

⑤ 

③ 

④ 

⑥ 

⑦ 



読書会セット

714セット所蔵

貸出期間

30日以内

送付方法

相互貸借便等

※ 「来（ら）いぶらりネット＠ひろしま」に，「読書会用図書目録」（⑦）を
掲載しています。

互助文庫・教弘文庫

学校等が，直接，申し込むことも可能です。

※ 学校等については，令和２年度は「うちで読もうよ」～Stay 
Home!Read Books!～プロジェクトとして運用しています。

（「うちで読もうよ」～Stay Home!
Read Books!～プロジェクト）

互助文庫・教弘文庫
セット内容例（学習セット）

図書館向けホームページ

①県立図書館蔵書検索

資料区分

相互貸借ができる場合，ボタンが表示されます。
ボタンが表示されなくても貸借可能な資料もあります。詳しく
は，「協力サービスの手引」４ページをご覧ください。

帯出区分



②横断検索

「この本を借受要求する」と

表示される館には，

システム上で，

申込みすることが可能です。

新聞・雑誌の読み（ひらがな）
では，ヒットしません。

③新聞・雑誌総合目録 ④運営相談

⑤協力レファレンス ⑥サービスの手引

各手引（PDF），申込書等の様式（Word形式）を
ダウンロードできます。



研修資料追加

1

令和３年度図書館職員初任者研修

資料の修理用具等の使い方

広島県立図書館 資料課 中原綾乃

1 2

セロテープで補修
して返却された本

3

セロテープが
変色している

4

5

ラベルはがしで
セロテープをはぐ

6

ページが
割れている本



研修資料追加

2

ビニール糊
左：ラベル用 右：製本用

7 8

製本用ビニール糊で
ページを貼る

9

ビニール糊で補修
した本を固定する

補修テープ

10

補修テープ（和紙）

11

ホッチキス針（ステンレス製）
製本テープ

12



研修資料追加

3

13

中性紙の封筒

14

図書館用品カタログ

15

ありがとうございました

16


